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一

競巻

昭
和
十
九
年
十
二
月
震
行

ｔ

　

我

　

部

　

１
　

　

雄

　
　
　
　

紳
功
皇
后
の
三
韓
御
征
伐
に
よ
っ
て
、
三
韓
の
入
貢
と
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
三
韓
を
通
じ
て
支
那
の
文
化
が
、
。
我
が
國
に
流

　
　
　

入
す
る
や
う
に
な
る
が
、
推
古
天
皇
の
御
代
、
直
接
に
支
那
と
の
正
式
鴎
交
が
開
け
る
や
う
に
な
る
と
、
益
、
も
の
風
潮
は
盛
ん
と

　
　
　

な
っ
た
。
故
に
我
が
奈
良
・
平
安
頃
の
文
物
制
度
を
研
究
せ
ん
と
す
れ
ば
、
必
ず
支
聯
の
南
北
朝
・
隋
・
唐
頃
の
文
物
制
度
を
併
せ

　
　
　

研
究
す
る
を
要
し
、
又
支
那
の
南
北
剔
・
隋
・
唐
の
文
物
制
度
を
研
％
せ
ん
と
す
れ
ば
、
亦
我
が
奈
良
・
平
安
時
代
の
文
物
制
度
を

　
　
　

必
ず
併
せ
見
る
を
要
す
る
。
我
が
限
猫
特
の
制
度
と
思
っ
て
ゐ
た
も
の
が
、
彼
の
國
の
制
度
で
あ
っ
た
り
、
彼
の
國
の
文
献
に
は
詳

　
　
　

し
き
説
明
が
な
き
も
の
で
、
我
が
國
の
文
献
に
は
却
っ
て
詳
し
き
説
明
が
必
っ
て
、
甚
だ
明
瞭
に
知
り
得
る
な
ど
の
例
が
往
々
勿

　
　
　

り
。
而
も
我
が
奈
良
時
代
に
、
彼
よ
り
の
輸
入
細
叙
は
、
割
合
速
か
に
行
は
れ
た
も
の
の
や
う
で
あ
る
。
そ
の
一
例
を
示
さ
う
。

　
　
　
　

唐
の
玄
宗
皇
帝
の
天
賓
三
年
【
皇
紀
】
四
〇
四
年
・
西
紀
七
四
四
年
・
我
が
聖
武
天
皇
大
平
一
六
。
年
）
十
二
月
に
、
雑
俗
・
正
役
の
負
推

＆／

　
　

を
軽
く
す
る
た
め
に
、
中
男
の
年
齢
を
、
そ
れ
垂
で
十
六
歳
か
ら
な
り
し
も
の
七
十
八
歳
か
ら
恚
改
め
、
又
正
丁
の
年
齢
を
そ
れ
■
≪
≫
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ぜ
二
十
一
歳
か
ら
な
り
し
も
の
を
二
十
三
歳
か
ら
と
改
め
る
の
詔
が
登
せ
ら
れ
、
更
に
叉
か
の
有
名
な
る
孝
緩
一
本
を
久
八
尺
に
蔵
せ

し
む
る
の
詔
が
こ
れ
と
併
せ
て
登
せ
ら
れ
た
Ｊ
そ
の
詔
は
、
唐
大
詔
令
集
谷
七
十
四
に
、
親
祭
九
宮
坊
大
赦
天
下
制
な
る
題
の
も
と

に
載
せ
ら
れ
、
又
冊
府
元
簸
巻
四
百
八
十
六
や
唐
會
要
谷
三
十
五
に
も
そ
の
一
部
分
が
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
即
ち
そ
の
詔
は
次
Ｏ
通

り
で
あ
る
。

　
　

比
者
、
放
童
之
歳
、
即
桂
軽
栃
ヽ
既
冠
之
年
ヽ
便
富
正
役
ヽ
欄
其
螢
苦
ヽ
用
暢
子
懐
ヽ
自
や
以
後
ヽ
天
下
百
姓
、
宜
以
十
八
以

　
　

上
篤
中
男
、
二
十
三
以
上
放
丁
、
（
中
略
）
自
古
聖
人
、
皆
以
１
　
理
、
五
帝
と
本
、
百
行
莫
先
、
移
於
國
而
尽
忠
、
万
於
長
而

　
　

協
順
、
永
言
要
道
、
賓
在
人
宏
、
自
今
以
後
、
令
天
下
家
滅
孝
経
一
本
、
所
勤
誦
習
、
郷
學
之
中
、
倍
加
致
授
、
郡
横
官
吏
、

　
　

明
申
副
課
、
百
姓
開
有
孝
行
尚
人
、
慰
問
放
縦
者
、
匠
由
長
官
、
具
賓
以
名
薦
、
（
巾
略
）
自
今
以
後
、
如
有
不
友
不
恭
傷
財
破

　
　

鳶
者
、
１
　
配
績
酉
、
用
渋
風
敦
、
（
下
略
）

　

我
が
㈹
に
於
い
て
も
、
唐
の
天
賓
三
年
よ
り
十
四
年
後
の
奈
良
時
代
、
１
　
謙
政
皇
の
。
御
代
、
天
平
勝
賓
九
年
印
ち
天
平
質
字
元
年

（
皇
旦
里
七
年
・
西
紀
七
五
七
年
・
唐
の
粛
宗
至
徳
二
年
）
四
月
に
、
唐
の
こ
の
制
度
と
同
様
な
刻
良
が
遊
布
さ
れ
て
ヽ
そ
れ
ま
で
中

男
は
Ｉ
七
歳
か
ら
な
り
し
も
の
を
十
八
歳
よ
り
と
改
め
、
正
丁
は
二
十
一
歳
よ
り
な
り
し
も
の
を
二
十
二
歳
よ
り
と
改
め
、
攻
各
家

に
孝
維
一
本
を
蔵
せ
し
む
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
時
の
詔
は
績
目
本
紀
芳
子
や
、
類
聚
三
代
格
谷
十
七
な
ど
に
見
え
る
。
即
ち
、

　
　

其
天
下
百
姓
、
放
言
之
歳
、
則
入
胴
巻
、
脱
冠
之
年
、
便
富
正
役
、
改
乙
其
苓
苦
。
用
珍
千
懐
、
昔
者
、
先
帝
亦
有
此
趣
、
撒
未

　
　

施
行
、
自
今
已
後
、
宜
以
十
八
将
中
男
、
廿
二
已
上
成
正
丁
、
古
者
、
治
民
安
國
、
必
以
１
　
理
、
百
行
之
本
、
莫
先
於
茲
、
宜

　
　

令
天
下
家
収
孝
経
一
本
、
精
勤
誦
習
、
倍
加
哉
授
、
百
姓
開
有
孝
行
辿
（
過
？
）
人
、
榔
閻
欽
仰
者
、
宜
研
由
長
官
、
具
以
名

　
　

薦
、
具
有
不
孝
不
恭
不
衣
不
順
者
、
宜
配
陸
奥
國
桃
生
・
出
羽
國
少
勝
、
以
清
１
　
俗
、
亦
帰
逡
防
、
（
下
忿

-●噂－２



人
一
八
に
つ
い
て
首
賢
瞼
を
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
を
支
那
で
は
貌
閲
と
将
し
て
ゐ
た
。
こ
の
や
う
な
こ
と
は
古
よ
り
行
は
れ
て
ゐ
た

も
の
で
あ
っ
て
、
♂
漢
書
巻
十
上
、
后
紀
序
に
、
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と
あ
り

。
日
唐
の
削
蔀
を
對
照
す
る
忙
、
如
何
に
そ
の
内
容
が
類
似
し
て
ゐ
ゐ
か
が
。
容
易
に
知
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。

　

そ
の
詔
の
一
例
を
と
っ
て
見
て
も
、
常
時
の
唐
よ
り
の
玄
物
制
度
の
流
入
が
、
割
合
早
か
っ
た
こ
と
が
判
る
０
で
あ
る
。
『
十
四
年

後
に
は
唐
と
同
様
の
制
度
を
官
施
し
、
同
様
な
詔
ま
で
も
が
出
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
な
支
那

ぐ
明
の
摂
取
に
富
り
て
は
、
常
時

の
我
が
國
の
人
々
は
ヽ
非
常
な
苦
心
を
は
ら
は
れ
た
や
ダ
で
あ
っ
て
、
明
治
初
期
に
泰
西
の
で
物
を
摂
取
す
る
に
、
我
万
の
先
輩
か

非
常
な
苦
竹
を
な
し
た
の
と
同
様
で
あ
・
る
。
三
代
街
録
巻
六
、
清
和
天
皇
貞
観
四
年
八
月
の
條
に
、
明
法
博
士
讃
岐
朝
臣
永
直
の
こ

と
が
見
え
て
ゐ
る
が
、
そ
の
冊
ｆ
．

　
　

１
　
大
判
采
暖
原
敏
久
・
明
法
博
士
額
田
今
人
。
々
、
抄
出
刑
法
新
義
散
十
事
、
欲
情
同
大
唐
、
永
直
聞
之
、
自
請
詳
解
其
義
、
累

　
　

年
疑
潭
、
一
時
氷
葬
、
’
遣
唐
之
問
、
因
斯
止
矣
、

と
あ
っ
「
胃
和
天
皇
の
鈴
代
頃
に
、
刑
法
の
條
文
用
語
な
ど
の
解
霖
が
出
来
ざ
る
も
の
が
徽
十
も
あ
り
、
態
々
唐
皮
万
人
を
浜
辺

し
て
問
は
し
め
ん
と
し
た
が
、
宰
ぴ
に
し
て
永
直
が
こ

如
何
に
昿
忖
の
我
が
公
人
こ

如
く
常
時
の
人
々
は
蛸
以
に
苦
髪
を
し
、
添
重
で
あ
・
つ
・
た
が
、
同
じ
用
語
で
あ
り
、
制
度
で
あ
っ
て
も
、
彼
我
こ
れ
が
解
邦
を
異
に

す
る
場
合
も
亦
究
り
得
る
。
私
が
既
に
史
林
等
の
諸
雑
誌
に
近
頃
公
表
し
た
る
課
役
・
課
口
・
不
課
口
・
計
帳
な
ど
は
、
彼
我
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｙ

　
　
　
　
　
　

Ｉ

が
解
憚
を
異
に
し
な
る
例
で
あ
る
が
、
か
か
る
例
は
他
に
も
あ
っ
て
、
こ
こ
に
逍
べ
ん
と
す
る
貌
閲
も
亦
そ
の
一
例
で
あ
る
。

　

貌
閲
と
は
簡
単
に
言
へ
ぼ
首
宣
験
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
容
貌
の
美
醜
を
調
べ
た
り
、
ヽ
老
若
男
女
の
識
別
を
定
め
ん
た
め
に
、
一

繩
詳
解
し
た
か
ら
、
唐
へ
使
を
汲
辺
丁
ろ
こ
と
は
中
止
と
な
っ
た
と
あ
り
。
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湊
法
常
因
八
月
算
人
、
渋
中
大
夫
奥
拙
庭
丞
及
相
エ
、
於
洛
陽
郷
中
、
閲
腸
良
家
童
女
、
年
十
三
以
上
、
二
十
以
下
、
姿
色
端

　
　

麗
、
合
法
相
者
、
載
還
後
宮
、

と
あ
っ
て
、
後
漢
の
時
、
毎
年
八
月
に
二
人
々
々
に
つ
い
て
人
口
調
査
が
行
轜
れ
る
が
、
そ
の
際
に
、
洛
陽
郷
中
に
於
い
て
、
良
家

の
童
女
の
容
貌
を
訓
べ
て
後
宮
に
入
れ
る
可
き
者
を
選
ん
だ
と
あ
び
。
又
周
鎧
の
地
官
小
司
徒
の
所
に
及
三
年
則
大
比
、
大
比
則
受

邦
國
之
比
要
、
な
る
一
文
が
あ
っ
て
、
こ
れ
に
對
し
て
後
漢
の
鄭
玄
は
、

　
　

五
家
総
比
、
故
以
比
総
名
、
今
時
八
月
案
比
是
也
、
要
請
其
簿
、

と
註
を
な
し
、
唐
の
質
公
彦
は
、

　
　

漢
時
八
月
案
比
而
造
簿
書
、

と
疏
を
な
し
て
バ
矢
張
り
痍
時
代
、
毎
年
八
月
に
人
口
調
査
が
行
は
れ
、
こ
れ
を
案
比
と
栴
し
た
と
傅
へ
て
ゐ
る
。
而
も
倚
没
後
湊

書
巻
六
九
、
汀
革
傅
に
は
、

　
　

建
武
来
年
ヽ
奥
９
　
齢
郷
里
、
毎
至
歳
年
牡
営
案
比
、
革
以
母
老
不
欲
播
動
、
自
在
腿
中
翰
車
、
不
用
牛
馬
、
由
是
郷
里
将
之
日

　
　

江
亘
孝
、

と
あ
っ
て
、
賜
の
案
比
に
富
っ
て
、
江
革
は
老
母
を
螢
は
り
な
が
ら
、
そ
の
案
比
の
行
は
れ
る
場
所
に
っ
れ
て
行
く
様
が
載
せ
ら
れ

て
あ
る
が
、
こ
の
案
比
の
語
に
對
し
て
唐
の
章
懐
太
子
、

　
　

案
験
以
比
之
、
猶
今
貌
閲
也
、

と
註
を
な
し
て
ゐ
る
。
即
ち
漢
時
代
の
一
人
々
々
に
つ
い
て
の
人
口
調
査
は
、
案
比
と
栴
し
、
こ
れ
は
唐
時
代
に
行
は
れ
て
ゐ
た
貌

開
に
富
ｔ
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
貌
閲
の
何
ん
た
る
か
が
判
る
が
、
貌
閲
た
る
言
葉
は
何
時
頃
か
も
あ
る
で
あ
ら
う
か
。

-４-
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貌
閲
な
る
語
は
史
上
で
壮
隋
か
ぢ
見
え
て
ゐ
る
。
隋
書
巻
二
十
四
食
貨
志
、
文
帝
開
皇
三
年
の
條
に
。

　
　

是
時
、
山
東
沸
承
斉
俗
、
機
功
４
　
濤
、
避
役
惰
遊
者
、
十
六
七
、
’
四
方
疲
人
、
或
詐
老
侃
矢
’
規
曼
租
賦
、
高
１
　
句
州
蒜
大
索

　
　

貌
閲
宍
戸
口
不
賓
者
、
正
長
遠
配
、
而
又
開
相
糾
之
科
、
大
功
已
ｙ
、
兼
令
析
籍
、
各
篤
戸
頭
、
以
防
容
咳
於
是
計
帳
進
男

　
　

、
十
四
萬
三
千
丁
、
新
附
一
百
六
十
四
萬
一
千
五
百
口
、

と
あ
両
の
夕
、
隋
書
巻
六
十
七
や
北
史
巻
七
十
四
に
拓
る
裴
瓶
傅
に
は
、

　
　

未
時
宿
承
高
１
　
和
千
之
後
、
禁
網
疎
開
、
戸
口
多
漏
、
或
年
及
成
丁
、
宿
詐
場
小
、
来
至
於
老
、
’
已
冤
租
賦
、
菰
匿
｀
一
刺
史
、

　
　

素
知
共
情
ヽ
因
是
條
奏
ヽ
。
皆
命
吟
訃
、
若
一
人
不
賢
、
則
官
司
解
職
、
皆
遠
流
配
、
大
９
　
０
片
相
「
。
若
糾
得
一
丁
者
、
令
被
糾

　
　
　

゛

　

６

　
　
　
　
　

‘

　
　

｀

　
　
　

奪
゛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

へ
Ｊ

　

’

　
　
　
　

ｓ

　

’
之
家
代
喩
栽
役
、
是
歳
大
業
五
年
也
、
諾
郡
計
帳
進
丁
二
十
四
萬
三
千
、
。
新
附
口
六
十
四
萬
一
千
二
百
、

と
あ
り
。
爾
例
と
も
隋
峙
代
の
も
の
で
あ
り
て
、
前
者
は
文
帝
の
開
皇
三
年
（
皇
紀
こ
四
三
年
こ
四
｀
記
五
八

ｙ
一
年
）
の
も
の
、
後
者
は

場
帝
の
大
業
五
年
（
皇
紀
こ
一
六
九
年
・
西
紀
六
〇
九
年
）
の
も
の
で
あ
る
・
而
も
用
例
と
も
に
民
衆
が
租
税
力
役
を
冤
れ
ん
ゼ
め
に
。

　
　
　
　
　
　
　

■

　
　
　
　
　
　
　
　

－

　
　
　
　
　
　
　
　
　

％

成
丁
で
あ
り
か
が
・
ら
未
成
丁
と
詐
り
、
叉
成
丁
で
あ
り
な
が
ら
老
男
と
詐
る
者
多
く
、
よ
っ
て
こ
の
高
偽
を
糾
さ
ん
が
た
め
に
、
貌

閔
が
行
ば
れ
て
計
帳
の
丁
男
、
新
附
口
の
数
が
増
し
た
と
言
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
明
瞭
に
判
る
如
く
、
貌
閲
は
主
と
し

て
租
税
力
役
を
賦
課
す
る
必
要
か
ら
、
民
衆
の
老
若
、
成
丁
未
成
丁
を
嘔
別
す
る
た
め
に
、
一
人
々
々
に
つ
い
て
首
査
諭
を
す
る
こ

と
で
あ
る
。
胡
三
省
を
賢
治
通
鑑
巻
一
百
七
十
六
開
釦
五
年
の
條
、
及
び
倦
一
百
八
十
一
大
業
五
年
の
條
に
註
を
な
し
て
、

　
　

貌
閲
者
、
閲
共
貌
以
験
老
小
之
賢
、

と
述
べ
て
ゐ
る
。
こ
の
老
小
、
成
丁
未
成
丁
の
派
別
は
、
租
税
の
賦
課
に
も
闘
係
あ
る
が
、
一
番
多
く
開
係
あ
る
は
力
役
賦
課
に
於

い
て
で
あ
る
。
班
田
牧
授
法
の
行
は
皿
て
ゐ
た
隋
唐
頃
は
、
力
役
は
歳
役
（
正
役
）
と
雑
径
と
に
分
れ
、
雑
咎
に
は
中
男
・
丁
男
が

四 Ｉ５
匹



　
　
　
　

服
す
る
が
、
歳
役
に
は
丁
男
が
服
す
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
故
に
中
男
・
丁
男
で
あ
り
な
が
ら
、
小
男
・
老
男
或
は
不
具
猷
疾
者

’
ｇ

　
　

と
侃
れ
ば
ヽ
か
か
る
役
は
免
れ
ろ
譚
で
あ
に
し
人
か
か
る
方
法
で
民
衆
は
盛
ん
に
冤
れ
ん
と
し
た
。
よ
っ
て
首
首
瞼
を
な
し
て
山
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

－

　
　
　
　

と
胃
際
と
を
照
合
す
る
必
要
が
生
れ
、
か
ぐ
確
め
て
後
に
帳
簿
が
造
ら
れ
た
。
そ
の
帳
簿
が
計
帳
で
あ
る
。
計
帳
は
課
役
を
賦
趾
ハ
す

　
　
　
　

る
た
め
に
造
る
も
の
で
あ
る
が
、
課
役
の
解
郡
に
っ
い
て
ば
、
我
が
國
と
隋
唐
と
で
は
異
っ
て
ゐ
た
か
ら
、
唐
で
は
歳
役
と
雑
沓
と

　
　
　
　

の
賦
。
ぶ
の
た
め
に
造
っ
て
居
り
、
我
が
國
で
は
訓
と
庸
（
歳
役
の
代
償
）
の
賦
課
の
た
め
に
造
っ
て
‘
ゐ
る
。
こ
れ
等
に
っ
『
て
は
他
誌

　
　
　
　

に
詳
論
す
る
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　

か
く
の
如
く
隋
に
於
い
て
貌
閲
が
行
は
れ
て
ゐ
た
が
、
こ
の
貌
閲
と
至
大
な
る
開
係
の
あ
る
計
帳
が
、
庇
に
西
魏
、
北
周
頃
に
行

　
　
　
　

は
れ
て
ゐ
た
る
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
（
周
書
蘇
純
傅
）
、
貌
閲
な
る
制
度
も
亦
、
こ
の
頃
に
同
０
　
に
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
巧
。
唐
に

　
　
　
　

至
る
と
、
そ
の
令
に
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
即
ち
仁
井
田
拝
土
編
、
唐
令
拾
遺
戸
令
第
九
、
開
元
二
十
五
年
や

　
　
　
　
　
　

諸
戸
、
計
年
、
将
入
丁
老
疾
、
庖
徴
免
課
役
、
、
乃
給
侍
者
、
皆
懸
令
貌
形
状
、
以
論
定
簿
、
一
定
以
後
、
不
須
更
貌
、
若
疑
有

　
　
　
　
　
　

姦
欺
者
、
隨
事
貌
定
、
以
附
於
箆
、

　
　
　
　

と
あ
り
・
唐
令
の
系
統
を
ひ
く
我
が
養
老
の
令
に
も
略
、
こ
れ
と
同
様
の
令
が
見
え
る
。
。
即
ち
養
老
の
令
の
戸
令
造
帳
・
昌
刄
・
俗
に
、

　
　
　
　
　
　

几
戸
口
富
造
帳
籍
之
次
、
計
年
、
０
　
入
丁
老
疾
、
唐
徴
免
課
役
、
及
給
侍
者
、
。
皆
國
・
司
親
貌
形
状
、
以
協
定
簿
、
一
定
以
後
、

　
　
　
　
　
　

不
須
更
貌
、
若
疑
有
姦
欺
者
、
亦
隨
事
貌
定
、
以
附
帳
籍
、

　
　
　

。
・

　

し

　
　

Ｓ
’
。

と
あ
り
・
唐
令
と
脊
老
の
令
と
を
比
較
す
る
に
、
二
三
語
が
異
る
以
外
は
、
大
但
相
似
て
ゐ
る
。
そ
の
相
違
す
る
敵
は
、
唐
令
に
は

何
時
と
は
言
っ
て
ゐ
な
い
が
、
養
老
の
令
に
は
帳
籍
を
造
る
時
と
言
っ
て
ゐ
る
。
帳
籍
と
は
計
帳
と
戸
籍
の
こ
と
で
あ
っ
七
、
そ
の

際
に
か
か
る
貌
閲
を
行
ふ
と
言
っ
て
ゐ
る
。
し
か
し
か
く
養
老
の
令
に
は
言
っ
て
ゐ
る
が
、
両
者
共
に
、
「
年
を
計
り
、
も
っ
て
丁
老

-
６
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疾
に
入
れ
、
ま
さ
に
課
役
砂
徴
勇
し
ヽ
孔
喋
給
侍
す
べ
き
も
作
。
は
ヽ
皆
蒜
令
（
唄
笥
）
が
形
汝
を
貌
し
、
云
云
」
と
言
ひ
、
一
年
を
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’
‘
Ｉ

　

Ｉ
Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

χ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

≒
｀

　

算
し
て
、
丁
男
や
、
老
男
や
、
疾
病
１
　
に
入
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
課
役
に
徴
し
た
り
免
じ
た
り
、
或
は
侍
丁
と
て
病
人
、
老
人
や
人

｀
の
死
に
侍
べ
る
者
は
課
役
を
発
ぜ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
等
の
課
役
の
徴
免
者
に
對
し
て
は
、
陽
令
（
圓
司
）
は
そ
の
形
状
を
貌
悶
汗
る
’

・
と
言
ひ
、
即
ち
課
役
徴
免
の
た
め
に
貌
悶
を
な
す
と
言
っ
て
ゐ
る
。
課
役
の
徴
免
は
日
唐
共
に
計
帳
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
ち
っ

て
、
戸
籍
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
事
百
又
戸
籍
は
日
唐
共
に
、
主
と
し
て
戸
口
の
笥
で
あ
り
、
班
田
敗
授
法
に
よ
る
田
上
の
籍
で
々

・
あ
り
、
そ
れ
に
對
し
て
課
せ
ら
れ
る
田
租
の
籍
で
も
あ
る
・
課
役
と
は
直
接
あ
ま
り
開
係
が
な
い
・
故
に
養
老
の
令
に
帳
籍
と
あ
る

　

馬
主
と
し
て
計
帳
を
遣
る
場
合
と
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

”
而
し
て
計
帳
は
、
日
唐
共
に
毎
年
造
り
、
戸
籍
は
、
唐
で
は
三
年
目
毎
に
、
我
が
國
で
は
六
年
目
毎
に
造
る
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
た

　

が
、
こ
の
計
帳
を
造
る
に
際
し
て
は
、
各
家
よ
り
家
族
の
姓
名
年
齢
等
を
記
載
し
た
申
告
書
を
提
出
せ
し
め
た
。
こ
れ
を
手
賞
０
言

　

ふ
。
令
集
解
、
造
計
帳
條
に
９
　
ゆ
る
古
記
に
は
、
手
冒
、
謂
戸
主
造
所
計
帳
也
と
説
明
し
て
ゐ
る
。
計
帳
並
に
手
賓
に
つ
い
て
の
日

　

唐
令
。
を
掲
げ
ん
に
、
唐
令
拾
場
戸
令
第
九
、
、
武
徳
令
及
び
開
元
七
年
の
令
に
は
い

　
　
　

諸
毎
歳
一
造
計
帳
、
里
正
責
所
部
手
賓
、
具
注
家
口
年
紀
、

　

と
あ
り
、
又
養
老
の
令
の
戸
令
、
造
計
帳
の
條
に
は
、

　
　
　

凡
汰
計
帳
、
毎
年
六
月
升
口
‥
’
以
前
、
京
國
官
司
、
責
所
部
手
賓
、
具
注
家
口
年
紀
、
（
下
略
）

　

と
あ
り
・
仁
井
田
博
土
の
唐
令
拾
遺
は
我
が
養
老
の
令
を
も
參
酌
し
て
復
元
し
た
の
で
あ
る
が
、
両
者
は
相
似
て
ゐ
る
。
計
帳
は
共

　

に
各
家
の
申
告
書
で
あ
る
手
賓
を
基
と
し
て
こ
こ
に
造
る
が
、
各
家
で
は
課
役
に
服
す
べ
き
も
の
、
又
免
ぜ
ら
る
可
き
も
の
を
’
こ
の

　

際
申
告
す
。
べ
き
で
あ
る
。
然
る
に
上
述
の
隋
の
例
で
も
判
る
如
く
、
支
那
で
は
い
つ
も
力
役
を
冤
れ
ん
と
て
百
方
手
段
を
誰
す
か
ら

-７
-
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官
で
は
民
衆
よ
り
の
申
告
を
そ
の
ま
ｘ
信
用
す
・
る
こ
と
は
出
束
な
い
。
申
告
と
竃
際
と
を
照
合
す
る
必
妥
が
あ
丿
、
そ
の
ロ
公
‥
が
即

ち
貌
閲
で
あ
っ
て
、
日
唐
令
中
に
貌
形
状
、
更
祝
、
貌
定
な
ど
あ
る
貌
は
、
何
れ
も
こ
の
貌
閲
を
意
味
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
民
衆

‘
よ
り
の
偽
の
申
告
を
防
い
で
課
役
賦
樋
の
公
平
な
期
ず
る
目
的
で
、
こ
０
　
卵
。
間
の
條
文
は
造
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
首
行
験
を
し
て

膠
郷
か
確
や
ぱ
、
そ
れ
で
こ
の
條
転
の
要
求
す
る
所
社
果
心
れ
た
詳
で
あ
八
。

　

唐
で
は
以
上
の
如
き
目
的
に
て
こ
の
條
文
を
造
り
、
叉
そ
の
如
く
に
こ
の
條
文
を
運
用
し
て
計
帳
を
造
っ
た
。
然
る
に
我
が
因
に

於
い
て
は
、
こ
の
條
交
を
非
常
に
善
意
に
解
憚
し
て
運
用
し
。
そ
の
結
果
非
常
に
面
自
い
唐
と
は
見
つ
か
る
計
帳
が
這
ら
れ
た
。
こ

の
條
文
の
皆
國
司
視
９
　
　
形
状
、
以
篤
定
溥
、
の
所
に
は
、
清
原
夏
野
の
呉
解
や
、
令
司
、
穴
記
、
柚
　
2
1
た
と
い
集
解
白
解
輝
が
多
く

載
鶯
ら
れ
て
ゐ
る
。
何
れ
も
唐
の
如
く
窃
盤
を
防
ぐ
も
の
と
は
解
せ
す
、
頗
る
善
意
だ
解
紹
を
な
し
て
ゐ
る
。
穴
将
士
の
穴
記
を
一

例
と
し
て
示
す
と
、

　
　

國
旧
説
貌
形
状
、
以
焉
定
簿
、
謂
脱
年
廿
一
、
雖
形
状
亦
介
年
、
見
輿
身
頃
、
昿
引
不
堪
丁
役
才
、
依
身
之
回
之
形
状
、
不
入

　
　

丁
也
、
但
こ
年
者
、
依
百
注
附
耳
、
不
増
減
、
久
年
十
六
、
見
。
１
　
　
形
貌
、
亦
不
往
今
見
仏
Ｉ
パ
雖
供
丁
役
、
亦
不
入
丁
、

卸
ち
説
り
に
二
十
一
次
の
も
の
で
、
そ
の
形
状
も
二
十
一
歳
の
や
う
で
あ
ろ
が
、
そ
の
身
頃
が
非
常
に
虚
弱
で
丁
役
に
堆
へ
得
ぬ
も

の
は
、
年
は
二
十
一
歳
と
院
附
す
ろ
も
、
丁
男
の
中
に
は
算
入
せ
１
　
、
久
恨
り
に
年
が
十
六
で
、
そ
の
容
貌
・
も
Ｉ
六
歳
の
や
う
０
　
あ

る
が
、
身
感
は
大
き
く
文
夫
で
丁
役
に
Ｉ
分
坂
へ
得
ろ
や
う
な
場
ハ
‥
で
も
、
こ
れ
は
丁
男
の
中
比
は
算
入
せ
す
と
解
邦
し
て
ゐ
る
。

今
の
兵
除
拍
査
で
合
格
不
〈
‥
格
を
決
定
す
ろ
の
と
同
棟
に
解
邦
し
て
ゐ
る
。
穴
陣
士
以
外
の
解
禅
も
亦
、
大
胆
こ
の
や
う
な
も
の
で

あ
っ
て
、
支
那
の
如
く
高
偽
を
防
ぐ
た
め
の
も
の
と
は
た
さ
寸
、
頗
る
民
衆
か
。
信
じ
、
民
衆
の
利
谷
の
た
め
に
、
善
意
に
叫
樺
し
そ

刀
や
う
に
法
を
竃
施
し
た
や
う
で
あ
る
。
そ
れ
所
加
、
か
く
隋
灰
と
は
異
っ
だ
所
作
を
な
し
、
善
意
に
解
９
　
し
た
信
川
べ
他
の
慌
期

-
８

-
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せ
ざ
る
貴
・
更
な
る
収
穫
竟
後
世
に
残
し
て
ゐ
る
。
’

　

貌
閲
と
は
、
既
に
述
べ
た
如
く
、
隋
唐
で
は
計
帳
を
造
る
場
合
、
優
。
鴛
の
申
告
を
防
止
す
る
た
泌
に
、
’
申
告
と
容
貌
と
を
照
ふ
与

る
制
度
で
あ
っ
て
、
か
く
の
如
き
首
賞
験
を
す
れ
ば
、
そ
れ
で
貌
閲
が
負
ふ
使
命
は
隋
唐
で
ぼ
果
し
得
た
の
で
み
る
。
然
る
に
我
が

國
で
は
こ
れ
と
は
異
っ
た
善
意
な
る
解
郡
を
な
し
た
結
果
、
貌
閲
を
亦
各
人
の
容
貌
を
見
、
そ
の
特
徴
を
調
べ
る
制
度
と
も
な
し
、

今
日
西
欧
諸
國
や
、
新
興
満
洲
岡
に
て
は
、
戸
籍
に
各
自
の
指
紋
を
附
す
る
制
度
が
行
に
紅
て
ゐ
る
と
聞
く
が
、
こ
の
や
う
な
文
明

的
な
各
自
の
容
貌
の
特
徴
を
計
鰍
に
記
入
す
る
制
度
を
胃
拍
す
る
に
至
っ
」
だ
。
こ
こ
だ
日
唐
計
帳
の
賢
例
を
掲
げ
よ
う
。

　
　

一
、
佛
國
々
立
圖
書
館
所
蔵
登
録
古
文
書
１
　
奴
第
貳
六
五
七
、
玄
宗
天
噴
九
ｙ
十
年
頃
、
敦
煌
転
龍
勒
郷
の
計
帳
、

　
　
　

弟

　
　
　
　
　

崇
暉

　
　

載
録
二

　
　

衛

　

士

　
　
　

張
大
俊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

載
五
十
七

　
　
　

絹

　
　

衛

　
　
　

弟

　
　
　
　
　
　

仙
芝

　
　

載
批
五

　
　

柱
因
子

　

出
獄

　
　
　

弟

　
　
　
　
　
　

仙

　

玉

　
　
　

載
廿
五

　
　
　

柱
國
子

　

土
棋

　
　
　

呂
懐
金
男
崇
愛

　
　
　
　
　
　
　

蔵
廿
五

　
　

白

　
　

丁

　

終
服

　
　
　

甥

　
　
　
　
　
　

崇
慶

　
　

載
十
八

　
　

中

　

男
終
服

　
　
　

弟

　
　
　
　
　
　

崇

　

玉

　
　

載
舒
へ

　
　

上
柱
國
子

　

土
銀

　
　

二
、
奈
班
正
倉
院
貧
蔵
越
前
國
江
沼
郡
山
背
郷
天
平
十
二
年
計
帳
、

９－． ． ｜
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戸
主
江
沼
臣
族
忍
人
戸
「
計
帳
千
百
」

　

合
今
年
計
帳
定
見
良
賤
大
小
口
參
拾
玖
人
銘
認

　
　

不
課
口
貳
拾
陸
人

　
　
　

男
拾
人
如
Ｍ

　
　
　

女
拾
陸
人

　
　
　

奴
壹
人

　
　

課
口
拾
貳
人

　
　
　

中
男
』
參
人

　
　
　

見
輪
玖
人

　
　
　
　

4
i
-
＾
ｓ
-
-
i
g
･
'

　

兵
士
↓

　

逃
．
■
Ｖ

　
　
　
　

／
こ
荊
Ｒ
人
侍
三
艮
ｋ
ｌ

　
　
　
　

１
　
幅
參
人

　

絵
調
純
貳
匹
壹
叉
伍
尺

　

庸
綿
參
屯

戸
士
元
沼
臣
族
忍
人
、
年
肆
拾
肆
、
正
丁
、
郷
長
、
右
西
疵

　
　

母
江
沼
臣
族
宇
須
蝋
汽
年
陸
礼
參
、
老
女
額
黒
子

　
　

才
江
沼
臣
族
虫
名
女
、
年
肆
、
正
女
、
左
頬
黒
子

　
　

・
男
江
沼
臣
族
波
太
麻
呂
、
年
貳
拾
、
中
男
、
額
黒
子

　
　

（
以
下
略
）
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哨/

　

佛
國
々
。
立
圖
書
館
所
蔵
の
計
帳
は
ヽ
歴
史
と
地
理
省
三
十
三
に
婆
警
れ
た
那
波
祉
貞
博
士
「
正
史
に
記
載
せ
ら
れ
た
ら
大
唐
天

賓
時
代
の
個
数
と
口
数
と
０
　
緊
係
に
就
き
て
」
゛
よ
り
韓
載
し
た
も
の
で
あ
っ
ぺ
鎗
言
の
文
書
に
對
し
て
峡
計
幔
な
る
名
秘
は

下
さ
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
叙
は
こ
れ
こ
そ
唐
の
計
帳
で
あ
る
七
断
定
し
て
、
史
希
そ
の
他
二
三
の
學
術
雑
誌
に
登
表

し
叉
脅
表
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
正
倉
院
緑
蔽
の
計
帳
は
竹
内
理
三
氏
編
。
寧
楽
遺
文
よ
り
韓
載
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

日
唐
の
計
帳
を
こ
こ
に
比
較
す
る
に
、
内
容
は
非
常
に
異
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
相
違
は
。
主
と
し
て
計
帳
を
造
る
目
的
で
あ
シ
課
役
の

解
郡
を
、
我
は
調
・
庸
（
歳
役
）
、
街
は
歳
役
（
庸
）
・
雑
栃
と
か
し
た
所
か
ら
来
ｔ
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
っ
い
ｔ
は
他
誌
で
感
酬

す
る
こ
と
に
な
っ
て
沁
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
述
べ
な
い
が
、
他
の
一
つ
の
相
違
は
、
唐
の
各
人
の
容
貌
の
特
嶮
は
何
等
記
載
せ
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

｀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヽ
一

我
の
は
一
つ
一
つ
記
載
し
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
相
違
は
、
貌
閲
の
解
郡
の
相
違
か
ら
床
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い

て
の
説
明
は
最
早
や
必
暴
は
な
い
で
あ
ら
う
。
西
田
直
二
郎
博
士
の
説
に
よ
れ
ば
、
計
帳
に
於
け
。
る
こ
の
各
個
人
に
』
つ
い
て
の
記
載

の
精
細
な
る
こ
と
は
、
個
犬
に
闘
す
る
注
意
が
ヽ
時
代
の
意
識
の
上
に
高
ま
っ
て
床
た
の
を
物
語
っ
て
ゐ
る
と
さ
れ
て
ゐ
る
が
、

（
同
博
士
著
日
本
文
化
史
序
説
頁
二
四
六
）
、
こ
の
個
入
に
閤
す
る
注
意
々
識
が
高
ま
っ
て
ゐ
た
こ
と
か
ら
し
て
、
。
貌
閲
も
自
然
と
そ
Ｑ
や

う
な
方
面
に
解
郡
し
て
、
か
く
の
如
ぐ
後
慨
に
有
益
な
る
結
果
を
残
す
に
至
っ
た
の
で
あ
・
ら
う
。

　

（
昭
和
十
九
年
七
月
十
七
日
柚
了
）

　
　

註

　

①
後
奥
書
后
紀
序
、
周
膿
地
官
小
司
徒
、
鄭
玄
・
賢
公
彦
注
疏
、
後
漢
書
准
革
傅
な
ど
に
見
ゆ
る
貌
閲
に
つ
い
て
の
諸
例
は
吉
宙
虎
凛
氏
著

　
　
　
　

（
Ｊ
資
治
捕
鑑
巷
一
百
七
十
六
は
、
、
開
皇
三
年
の
貌
問
の
こ
と
を
開
皇
五
年
と
し
て
ゐ
る
。
大
業
五
年
に
も
同
様
な
こ
と
が
行
は
れ
た
か
ら
、

　
　
　
　
　

そ
れ
と
こ
れ
と
を
混
同
し
て
開
皇
五
年
と
な
し
た
の
で
４
３
ら
う
・
隋
書
食
貨
志
に
よ
る
u
ｒ
五
年
は
三
年
の
誤
弘
で
あ
る
。
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